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平成 28年９月 21日 
 
 

海外発行カードのＡＴＭ引出限度額変更について 

―安全性の高いＩＣチップ取引は１回あたり 10万円に― 

 

株式会社セブン銀行（以下セブン銀行、東京都千代田区、代表取締役社長 二子石 謙輔）は、

平成 28年９月 22日（木）より、下記のとおり海外発行カード取引時の１回あたりＡＴＭ引出限

度額を変更することにしましたのでお知らせいたします。 
 

セブン銀行は、当社ＡＴＭを使った犯罪を防止するため、国際基準に則ったＩＣチップ取引

対応や、システムによる不正取引監視などを実施しております。今般、カードの安全性を反映

した引出限度額の変更により、不正取引抑止に向けた取組みを強化すると同時に、お客さまの

利便性確保を実現いたします。 
 

セブン銀行は、これからも海外からお越しのお客さまにも安心・安全・便利にお使いいただ

けるＡＴＭサービスの提供を目指してまいります。 

 

記 

 

１．変更内容 

取引種類 変更後 変更前 

ＩＣチップを 

利用したお取引 
10 万円/回 

５万円/回 
磁気ストライプを 

利用したお取引 
３万円/回 

 

２．変更日 

  平成 28年９月 22日（木） 

 

３．対象カード 

  海外で発行された VISA（PLUSを含む）、MasterCard（Maestroと Cirrusを含む）、 

中国銀聯、American Express、JCB、Discover、Diners Clubのカード 

以 上 

 


